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記

路線名 指定する区域

常総市道 茨城県常総市内全域

緊急車両の通行を確保するため、災害対策基本法７６条の６
に基づき、常総市が管理する市道上の放置車両について、必
要な措置を実施します。

台風災害による、緊急通行車両の通行を確保することを目的
として、常総市内の市道の管理者である常総市は災害対策基
本法第７６条の６第１項の規定に基づき、本日、午前４時に指
定しました。
当該区間においては、交通に支障のある場合には、立ち往生
車両の移動等を行います。
堤防上等の市道に放置している車両は、速やかに移動する
ようお願い致します。
関東地方整備局は常総市長からの要請を受け、支援してま
いります。

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、埼玉県政記者クラブ、茨城県政記者クラブ

国土交通省関東地方整備局 ＴＥＬ：０４８－６００－１４２３
道路部 道路計画第一課長 久保 尚也（くぼ なおや）

常 総 市
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参照条文

災害対策基本法

（災害時における車両の移動等）

第76条の６ 道路管理者は、その管理する道路の存する都道府県又はこれに隣

接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、道

路における車両の通行が停止し、又は著しく停滞し、車両その他の物件が緊急

通行車両の通行の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生

じるおそれがあり、かつ、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があ

ると認めるときは、政令で定めるところにより、その管理する道路についてそ

の区間を指定して、当該車両その他の物件の占有者、所有者又は管理者（第３

項第３号において「車両等の占有者等」という。）に対し、当該車両その他の

物件を付近の道路外の場所へ移動することその他当該指定をした道路の区間に

おける緊急通行車両の通行を確保するため必要な措置をとることを命ずること

ができる。



常総市

指定する区域図

圏央道

破堤点（鬼怒川左岸）
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参考


